ソフトシール止水栓の承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用するソフトシール止水栓についての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（適用規格）

  日本水道協会規格（JWWA　B 108：2012又はJWWA　B 120：2025）を適用（又は準用）する。

（ソフトシール止水栓種別、および形状・寸法）

　別紙に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	ソフトシール
止水栓承認願
	 承認申請するソフトシール止水栓の型式を「
様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１、付図２又は付
図３に基づいた構造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有してい
ることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	ソフトシール止水栓の製造体制と供給体
制が安定していること（年間・月間製造
能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法
等が、日本水道協会規格及び付図１、付
図２又は付図３に適合していること（申
請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	 承認申請する種別ごとに、日本水道協会
規格に基づいた性能、もしくは、日本水

道協会規格と同等以上の性能であること

 （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）
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                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

ソフトシール止水栓承認願
    次のソフトシール止水栓について、承認していただきたく関係書類を
添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　ソフトシール止水栓
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

 （うちソフトシール止水栓従業員数      人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請ソフトシー
ル止水栓の月間製造
能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）ソフトシール止水栓の種別、形状・寸法及びその許容差
１）全般的な形状・寸法については、日本水道協会規格(JWWA B 108）の水道用止水栓に関するものを適用（又は準用）する。
２）ソフトシール機構については、日本水道協会規格(JWWA B 120）の水道用ソフトシール仕切弁に関するものを適用（又は準用）する。
３）寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。
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